
JP 6186900 B2 2017.8.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位相差検出によるAF（Auto Focus）を行うための位相差検出画素を含む複数の画素を備
える固体撮像装置であって、
　前記位相差検出画素は、
　　オンチップレンズと、
　　前記オンチップレンズより下層に形成された光電変換部と、
　　前記光電変換部の一部を遮光する遮光膜と
　を備え、
　前記位相差検出画素のうちの複数の所定の位相差検出画素は、互いに離れた位置に配置
され、
　前記所定の位相差検出画素において、前記オンチップレンズおよび前記遮光膜は射出瞳
補正がかけられていない
　固体撮像装置。
【請求項２】
　前記所定の位相差検出画素は、複数の前記画素に含まれる、画像を生成するための撮像
画素が配置される画像出力領域の外側に配置される
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記所定の位相差検出画素は、複数の前記画素に含まれる、画像を生成するための撮像
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画素が配置される画像出力領域の内側に配置される
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記所定の位相差検出画素に隣接する前記画素は、通常より大きいサイズの前記オンチ
ップレンズを備える
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項５】
　前記所定の位相差検出画素に隣接する前記画素は、通常より小さいサイズの前記オンチ
ップレンズを備える
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項６】
　前記位相差検出画素は、前記光電変換部として、分割形成されている光電変換部を備え
る
　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項７】
　前記位相差検出画素同士の出力の差分を用いて位相差検出を行う位相差検出部と、
　予め得られた前記所定の位相差検出画素の出力を用いて、検出された位相差を補正する
位相差補正部とをさらに備える
　請求項１乃至６のいずれかに記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　前記位相差補正部は、予め得られた前記所定の位相差検出画素の出力を用いて求められ
る位相差特性に基づいて、検出された位相差を補正する
　請求項７に記載の固体撮像装置。
【請求項９】
　前記位相差特性は、１対の前記位相差検出画素における、入射光の光軸の角度に対する
前記位相差検出画素それぞれの出力を表し、
　前記位相差補正部は、前記位相差特性における所定の角度範囲での前記出力の傾きを用
いて求められる補正パラメータを用いて、検出された位相差を補正する
　請求項８に記載の固体撮像装置。
【請求項１０】
　前記位相差補正部は、レンズのＦ値に対応した前記補正パラメータを用いて、検出され
た位相差を補正する
　請求項９に記載の固体撮像装置。
【請求項１１】
　前記位相差補正部は、像高に対応した前記補正パラメータを用いて、検出された位相差
を補正する
　請求項９に記載の固体撮像装置。
【請求項１２】
　前記位相差補正部は、撮影環境に対応した前記補正パラメータを用いて、検出された位
相差を補正する
　請求項９に記載の固体撮像装置。
【請求項１３】
　位相差検出によるAF（Auto Focus）を行うための位相差検出画素を含む複数の画素を備
える撮像素子であって、
　前記位相差検出画素は、
　　オンチップレンズと、
　　前記オンチップレンズより下層に形成された光電変換部と、
　　前記光電変換部の一部を遮光する遮光膜と
　を備え、
　前記位相差検出画素のうちの複数の所定の位相差検出画素は、互いに離れた位置に配置
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され、
　前記所定の位相差検出画素において、前記オンチップレンズおよび前記遮光膜は射出瞳
補正がかけられていない撮像素子と、
　被写体光を前記撮像素子に入射するレンズと、
　前記位相差検出画素同士の出力の差分を用いて位相差検出を行う位相差検出部と、
　予め得られた前記所定の位相差検出画素の出力を用いて、検出された位相差を補正する
位相差補正部と、
　補正された位相差に応じて、前記レンズの駆動を制御するレンズ制御部と
　を備える電子機器。
【請求項１４】
　特定のパターンの光を照射する光源をさらに備え、
　前記位相差補正部は、前記光源の波長に対応した補正パラメータを用いて、検出された
位相差を補正する
　請求項１３に記載の電子機器。
【請求項１５】
　前記位相差検出画素は、複数の前記画素に含まれる、画像を生成するための撮像画素が
配置される画像出力領域の内側に配置され、
　予め得られた前記所定の位相差検出画素の出力を用いて、前記所定の位相差検出画素の
出力を補正する欠陥補正部をさらに備える
　請求項１３に記載の電子機器。
【請求項１６】
　位相差検出によるAF（Auto Focus）を行うための位相差検出画素を含む複数の画素を備
える撮像素子であって、
　前記位相差検出画素は、
　　オンチップレンズと、
　　前記オンチップレンズより下層に形成された光電変換部と、
　　前記光電変換部の一部を遮光する遮光膜と
　を備え、
　前記位相差検出画素のうちの複数の所定の位相差検出画素は、互いに離れた位置に配置
され、
　前記所定の位相差検出画素において、前記オンチップレンズおよび前記遮光膜は射出瞳
補正がかけられていない撮像素子と、
　被写体光を前記撮像素子に入射するレンズとを備える電子機器のレンズ制御方法であっ
て、
　前記電子機器が、
　前記位相差検出画素同士の出力の差分を用いて位相差検出を行い、
　予め得られた前記所定の位相差検出画素の出力を用いて、検出された位相差を補正し、
　補正された位相差に応じて、前記レンズの駆動を制御する
　ステップを含むレンズ制御方法。
【請求項１７】
　位相差検出によるAF（Auto Focus）を行うための位相差検出画素を含む複数の画素を備
える撮像素子であって、
　前記位相差検出画素は、
　　オンチップレンズと、
　　前記オンチップレンズより下層に形成された光電変換部と、
　　前記光電変換部の一部を遮光する遮光膜と
　を備え、
　前記位相差検出画素のうちの複数の所定の位相差検出画素において、前記オンチップレ
ンズおよび前記遮光膜は、前記所定の位相差検出画素の配置に応じた射出瞳補正量とは異
なるずれ量をもって形成される撮像素子と、
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　被写体光を前記撮像素子に入射するレンズと、
　前記撮像素子と前記レンズとの間に形成される光学フィルタと
　を備える撮像モジュールにおいて、
　前記レンズおよび前記光学フィルタは、予め得られた前記所定の位相差検出画素の出力
を用いて求められる位相差特性に応じて形成される
　撮像モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、固体撮像装置、電子機器、レンズ制御方法、および撮像モジュールに関し、
特に、AFの精度を低下させないようにすることができるようにする固体撮像装置、電子機
器、レンズ制御方法、および撮像モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、撮像素子において、光電変換部の一部が遮光された位相差検出画素を設けること
で位相差検出を行い、AF（Auto Focus）を行う撮像装置が知られている（例えば、特許文
献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１６０３１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、例えば、各画素の遮光膜やオンチップレンズを形成する際のリソグラフ
ィの合わせずれや、撮像素子をモジュール化する際の撮像レンズの合わせずれ等の、製造
上のばらつきが、位相差検出の精度低下の一因となっていた。これにより、位相差検出に
よるAF（Auto Focus）の精度が低下する恐れがあった。
【０００５】
　本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、製造上のばらつきがあっても
、AFの精度を低下させないようにすることができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本技術の一側面の固体撮像装置は、位相差検出によるAF（Auto Focus）を行うための位
相差検出画素を含む複数の画素を備える固体撮像装置であって、前記位相差検出画素は、
オンチップレンズと、前記オンチップレンズより下層に形成された光電変換部と、前記光
電変換部の一部を遮光する遮光膜とを備え、前記位相差検出画素のうちの複数の所定の位
相差検出画素は、互いに離れた位置に配置され、前記所定の位相差検出画素において、前
記オンチップレンズおよび前記遮光膜は射出瞳補正がかけられていない。
【００１０】
　前記所定の位相差検出画素は、複数の前記画素に含まれる、画像を生成するための撮像
画素が配置される画像出力領域の外側に配置されるようにすることができる。
【００１１】
　前記所定の位相差検出画素は、複数の前記画素に含まれる、画像を生成するための撮像
画素が配置される画像出力領域の内側に配置されるようにすることができる。
【００１２】
　前記所定の位相差検出画素に隣接する前記画素には、通常より大きいサイズの前記オン
チップレンズを設けることができる。
【００１３】
　前記所定の位相差検出画素に隣接する前記画素には、通常より小さいサイズの前記オン
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チップレンズを設けることができる。
【００１４】
　前記位相差検出画素には、前記光電変換部として、分割形成されている光電変換部を設
けることができる。
【００１５】
　前記位相差検出画素同士の出力の差分を用いて位相差検出を行う位相差検出部と、予め
得られた前記所定の位相差検出画素の出力を用いて、検出された位相差を補正する位相差
補正部とをさらに設けることができる。
【００１６】
　前記位相差補正部には、予め得られた前記所定の位相差検出画素の出力を用いて求めら
れる位相差特性に基づいて、検出された位相差を補正させることができる。
【００１７】
　前記位相差特性は、１対の前記位相差検出画素における、入射光の光軸の角度に対する
前記位相差検出画素それぞれの出力を表し、前記位相差補正部には、前記位相差特性にお
ける所定の角度範囲での前記出力の傾きを用いて求められる補正パラメータを用いて、検
出された位相差を補正させることができる。
【００１８】
　前記位相差補正部には、レンズのＦ値に対応した前記補正パラメータを用いて、検出さ
れた位相差を補正させることができる。
【００１９】
　前記位相差補正部には、像高に対応した前記補正パラメータを用いて、検出された位相
差を補正させることができる。
【００２０】
　前記位相差補正部には、撮影環境に対応した前記補正パラメータを用いて、検出された
位相差を補正させることができる。
【００２１】
　本技術の一側面の電子機器は、位相差検出によるAF（Auto Focus）を行うための位相差
検出画素を含む複数の画素を備える撮像素子であって、前記位相差検出画素は、オンチッ
プレンズと、前記オンチップレンズより下層に形成された光電変換部と、前記光電変換部
の一部を遮光する遮光膜とを備え、前記位相差検出画素のうちの複数の所定の位相差検出
画素は、互いに離れた位置に配置され、前記所定の位相差検出画素において、前記オンチ
ップレンズおよび前記遮光膜は射出瞳補正がかけられていない撮像素子と、被写体光を前
記撮像素子に入射するレンズと、前記位相差検出画素同士の出力の差分を用いて位相差検
出を行う位相差検出部と、予め得られた前記所定の位相差検出画素の出力を用いて、検出
された位相差を補正する位相差補正部と、補正された位相差に応じて、前記レンズの駆動
を制御するレンズ制御部とを備える。
【００２２】
　特定のパターンの光を照射する光源をさらに設け、前記位相差補正部には、前記光源の
波長に対応した補正パラメータを用いて、検出された位相差を補正させることができる。
【００２３】
　前記位相差検出画素は、複数の前記画素に含まれる、画像を生成するための撮像画素が
配置される画像出力領域の内側に配置され、予め得られた前記所定の位相差検出画素の出
力を用いて、前記所定の位相差検出画素の出力を補正する欠陥補正部をさらに設けること
ができる。
【００２４】
　本技術の一側面のレンズ制御方法は、位相差検出によるAF（Auto Focus）を行うための
位相差検出画素を含む複数の画素を備える撮像素子であって、前記位相差検出画素は、オ
ンチップレンズと、前記オンチップレンズより下層に形成された光電変換部と、前記光電
変換部の一部を遮光する遮光膜とを備え、前記位相差検出画素のうちの複数の所定の位相
差検出画素は、互いに離れた位置に配置され、前記所定の位相差検出画素において、前記
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オンチップレンズおよび前記遮光膜は射出瞳補正がかけられていない撮像素子と、被写体
光を前記撮像素子に入射するレンズとを備える電子機器のレンズ制御方法であって、前記
電子機器が、前記位相差検出画素同士の出力の差分を用いて位相差検出を行い、予め得ら
れた前記所定の位相差検出画素の出力を用いて、検出された位相差を補正し、補正された
位相差に応じて、前記レンズの駆動を制御する。
【００２５】
　本技術の一側面の撮像モジュールは、位相差検出によるAF（Auto Focus）を行うための
位相差検出画素を含む複数の画素を備える撮像素子であって、前記位相差検出画素は、オ
ンチップレンズと、前記オンチップレンズより下層に形成された光電変換部と、前記光電
変換部の一部を遮光する遮光膜とを備え、前記位相差検出画素のうちの複数の所定の位相
差検出画素において、前記オンチップレンズおよび前記遮光膜は、前記所定の位相差検出
画素の配置に応じた射出瞳補正量とは異なるずれ量をもって形成される撮像素子と、被写
体光を前記撮像素子に入射するレンズと、前記撮像素子と前記レンズとの間に形成される
光学フィルタとを備える撮像モジュールにおいて、前記レンズおよび前記光学フィルタは
、予め得られた前記所定の位相差検出画素の出力を用いて求められる位相差特性に応じて
形成される。
【００２６】
　本技術の一側面においては、位相差検出画素のうちの複数の所定の位相差検出画素は、
互いに離れた位置に配置され、所定の位相差検出画素において、オンチップレンズおよび
前記遮光膜は射出瞳補正がかけられていない。
【発明の効果】
【００２７】
　本技術の一側面によれば、製造上のばらつきがあっても、AFの精度を低下させないよう
にすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】撮像素子の画素配置について説明する図である
【図２】位相差検出画素の構造例を示す断面図である。
【図３】撮像素子の画素配置について説明する図である。
【図４】位相差検出画素の構造例を示す断面図である。
【図５】位相差検出画素の位相差特性について説明する図である。
【図６】位相差検出画素の位相差特性について説明する図である。
【図７】従来の位相差検出の補正について説明する図である。
【図８】位相差に対するフォーカスのずれ量について説明する図である。
【図９】本技術を適用した撮像素子の構成例を示す図である。
【図１０】本技術を適用した撮像素子の他の構成例を示す図である。
【図１１】モニタ画素の位相差特性について説明する図である。
【図１２】モニタ画素の位相差特性の実測データを示す図である。
【図１３】オンチップレンズの形状について説明する図である。
【図１４】遮光膜の遮光パターンについて説明する図である。
【図１５】本技術を適用した撮像素子のさらに他の構成例を示す図である。
【図１６】位相差検出画素の他の構造例を示す断面図である。
【図１７】本技術を適用した電子機器の構成例を示すブロック図である。
【図１８】本技術の固体撮像装置の基本的な概略構成について説明する図である。
【図１９】位相差AF処理について説明するフローチャートである。
【図２０】補正パラメータの算出について説明する図である。
【図２１】補正パラメータによる位相差の補正について説明する図である。
【図２２】撮像処理について説明するフローチャートである。
【図２３】撮像画素の入射角依存特性について説明する図である。
【図２４】本技術を適用した電子機器の他の構成例を示すブロック図である。
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【図２５】本技術を適用した撮像装置の外観構成を示す図である。
【図２６】ばらつきのある位相差特性について説明する図である。
【図２７】撮像装置の位相差AF処理について説明するフローチャートである。
【図２８】本技術を適用したカプセル内視鏡の外観構成を示す図である。
【図２９】光源が照射する光のパターンの例を示す図である。
【図３０】カプセル内視鏡の撮影処理について説明するフローチャートである。
【図３１】撮像モジュールの構成例について説明する図である。
【図３２】本技術を適用した３次元センサの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本技術の実施の形態について図を参照して説明する。なお、説明は以下の順序で
行う。
　１．従来の撮像素子とその課題
　２．本技術の撮像素子について
　３．本技術の撮像素子を搭載した電子機器について
【００３０】
＜１．従来の撮像素子における課題＞
[射出瞳補正が行われていない撮像素子]
　図１は、位相差検出を実行可能とする一般的な撮像素子の画素配置の例を示している。
【００３１】
　図１に示されるように、撮像素子には、白色の正方形で示される複数の撮像画素が行列
状に２次元配置されている。撮像画素は、Ｒ画素、Ｇ画素、およびＢ画素からなり、これ
らは、ベイヤ配列に従い規則的に配置されている。
【００３２】
　また、撮像素子には、行列状に２次元配置される複数の撮像画素の中に、黒色の正方形
で示される複数の位相差検出画素が散在して配置されている。位相差検出画素は、撮像素
子における所定の撮像画素の一部が置き換えられることで、特定のパターンで規則的に配
置されている。図１の例では、２つのＧ画素が、位相差検出画素P1，P2に置き換えられて
いる。
【００３３】
　図２は、図１の位相差検出画素の構造例を示す断面図である。なお、図２においては、
位相差検出画素P1，P2は互いに隣接して配置されているものとして示されているが、図１
に示されるように、所定数の撮像画素を挟んで配置されている。
【００３４】
　図２に示されるように、位相差検出画素P1，P2においては、半導体基板（Si基板）１２
１に光電変換部としてのフォトダイオード１２２が形成されている。半導体基板１２１の
上層には、遮光膜１２３とカラーフィルタ１２４とが同一層に形成されており、それらの
上層には、オンチップレンズ１２５が形成されている。
【００３５】
　なお、図２において、位相差検出画素P1，P2は、それぞれ左側遮光、右側遮光の構成を
とっているが、それぞれの画素配置に応じて、上側遮光、下側遮光の構成をとるようにし
てもよいし、斜めに遮光されるようにしてもよい。
【００３６】
　また、図２の位相差検出画素P1，P2においては、撮像素子の周辺でオンチップレンズの
光学中心をフォトダイオード１２２の中心よりチップ中心側（いわゆる有効画素領域の中
心側）にずらす、いわゆる射出瞳補正は行われていない。
【００３７】
[射出瞳補正が行われている撮像素子]
　図３は、位相差検出を実行可能とする一般的な撮像素子の画素配置の他の例を示してい
る。
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【００３８】
　図１と同様、図３の撮像素子には、行列状に２次元配置される複数の撮像画素の中に、
黒色の正方形で示される複数の位相差検出画素が散在して配置されている。図３の例では
、画素領域の略中心にある２つのＧ画素が、位相差検出画素P1，P2に置き換えられて、画
素領域の端部（図中左側）にある２つのＧ画素が、位相差検出画素P3，P4に置き換えられ
ている。
【００３９】
　図４は、図３の位相差検出画素の構造例を示す断面図である。
【００４０】
　上述したように、位相差検出画素P1，P2は、画素領域の略中心にあり、その位置で撮像
レンズ（図示せず）からの入射光の主光線は、その入射角が０度となるので、位相差検出
画素P1，P2において、射出瞳補正は行われていない。
【００４１】
　一方、位相差検出画素P3，P4は、画素領域の端部にあり、その位置で撮像レンズからの
入射光の主光線は、その入射角が、レンズの設計に応じて所定の角度となるので、位相差
検出画素P3，P4においては、その入射角に合わせて射出瞳補正が行われている。
【００４２】
　ここで、図５を参照して、射出瞳補正が行われていない位相差検出画素P1，P2への入射
光の入射角を振った場合の画素出力について説明する。
【００４３】
　図５上段に示されるように、位相差検出画素P1，P2には、５つの方向からの入射光L1乃
至L5が入射されるものとする。図５下段のグラフには、そのときの位相差検出画素P1，P2
の画素出力が示されている。
【００４４】
　図５下段のグラフにおいて、横軸は、入射光の入射角を示しており、縦軸は、位相差検
出画素P1，P2の画素出力を示している。なお、実線は、位相差検出画素P1の画素出力を示
し、破線は、位相差検出画素P2の画素出力を示している。
【００４５】
　このグラフに示されるように、左側遮光の位相差検出画素P1は、左側（マイナス側）に
入射光の角度をつけると、その出力が大きくなり、右側遮光の位相差検出画素P2は、右側
（プラス側）に入射光の角度をつけると、その出力が大きくなる。つまり、入射光L1のよ
うに、入射光においてマイナス方向の角度成分が大きい場合、位相差検出画素P1の出力は
、位相差検出画素P2の出力より大きくなり、入射光L5のように、入射光においてプラス方
向の角度成分が大きい場合、位相差検出画素P2の出力は、位相差検出画素P1の出力より大
きくなる。
【００４６】
　このような、１対の位相差検出画素における、入射光の入射角に対する位相差検出画素
それぞれの画素出力を、以下、位相差特性という。
【００４７】
　ところで、半導体プロセスにおける各画素の遮光膜やオンチップレンズを形成する際の
リソグラフィの合わせずれや、撮像素子をモジュール化する際の撮像レンズの合わせずれ
によって、位相差検出画素P1，P2の位相差特性は、図６に示されるような特性となること
がある。
【００４８】
　図６に示される位相差特性は、図５に示されるものと比べると、位相差検出画素P1の出
力と位相差検出画素P2の出力との交点が、プラス方向の角度にシフトしている。すなわち
、上述したような製造上のばらつきにより、画素領域の略中心にある位相差検出画素P1，
P2であっても、感度にずれが生じることになる。
【００４９】
　これに対して、製造上のばらつきによる画素出力の差分を、ゲインをかけることで補正
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する手法が、例えば、特開２０１０－４９２０９号公報に開示されている。具体的には、
図６に示される位相差特性において得られる、入射角０度を中心とした所定の角度範囲で
の位相差検出画素P1，P2の出力の積分値の差分に対して、積分値の差分が同じとなるよう
にゲインをかけることで、図７に示されるような特性を得る。ここで、所定の角度範囲は
、撮像レンズのＦ値等によって決まり、入射光の入射角の範囲を表す。また、この角度範
囲で位相差検出画素の出力を積分する際、角度毎に重み付けをして積分するようにもでき
る。
【００５０】
　図７上段に示される特性においては、所定の角度範囲での位相差検出画素P2の出力の積
分値が、網掛けで示されており、図７下段に示される特性においては、所定の角度範囲で
の位相差検出画素P1の出力の積分値が、網掛けで示されている。この手法によれば、図７
に示されるこれらの積分値が同じとなるものの、位相差検出画素P1，P2の出力それぞれを
表す曲線の形状は、図５に示されるものと全く異なってしまう。
【００５１】
　フォーカスのずれ量を位相差検出により算出するAF技術においては、左側遮光の画素と
右側遮光の画素の出力それぞれを表す曲線の分離具合や特性の交点は、重要なポイントと
なる。
【００５２】
　例えば、フォーカスがずれたときに、入射光においてプラス方向の角度成分が大きくな
った場合に、左側遮光の画素と右側遮光の画素の出力の差分がどの程度になるかは、それ
ぞれの出力を表す曲線の傾きや分離具合によって大きく変わる。つまり、特開２０１０－
４９２０９号公報に開示されている手法のように、出力の差分を補正するだけでは、図８
に示されるように、位相差に対するフォーカスのずれ量が異なってしまう。
【００５３】
　図８においては、バラつき品Ａは、通常品と比べて、位相差に対するフォーカスのずれ
量が小さく、バラつき品Ｂは、通常品と比べて、位相差に対するフォーカスのずれ量が大
きい。すなわち、バラつき品Ａやバラつき品Ｂでは、位相差が検出されても、フォーカス
をどの程度シフトさせれば合焦するかはわからないため、位相差検出によるAF制御におい
ては、従来の技術であるコントラスト方式等を組み合わせてAF制御を行う必要があった。
【００５４】
　また、上述した位相差特性は、同一の位相差検出画素P1，P2に対して、入射光の入射角
を振ることで得られるものであるため、撮像レンズが装着された状態では、撮像レンズか
らの入射光の入射角は固定となり、この位相差特性を得ることができなかった。
【００５５】
　そこで、以下においては、撮像レンズが装着された状態であっても、位相差検出画素の
位相差特性を得ることができ、製造上のばらつきがある場合であっても、位相差特性を補
正可能とする撮像素子について説明する。
【００５６】
＜２．本技術の撮像素子について＞
[撮像素子の構成例]
　図９は、本技術を適用した撮像素子の構成例を示している。
【００５７】
　図９上段には、撮像素子１５０の画素配置の例が示されている。
【００５８】
　撮像素子１５０には、受光した被写体光に基づいて画像を生成するための信号を生成す
る画素（撮像画素）と、位相差検出によるAFを行うための信号を生成する画素（位相差検
出画素）とが配置される。
【００５９】
　具体的には、撮像素子１５０には、複数の撮像画素が行列状に２次元配置されている。
撮像画素は、Ｒ画素、Ｇ画素、およびＢ画素からなり、これらは、ベイヤ配列に従い規則
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的に配置されている。
【００６０】
　また、撮像素子１５０には、行列状に２次元配置される複数の撮像画素の中に、複数の
位相差検出画素が散在して配置されている。位相差検出画素は、撮像素子１５０における
所定の撮像画素の一部が置き換えられることで、特定のパターンで規則的に配置されてい
る。
【００６１】
　なお、位相差検出画素は、撮像素子１５０において不規則に配置されるようにしてもよ
い。位相差検出画素が規則的に配置されるようにすれば、後述する欠陥補正等の信号処理
を容易にすることができ、位相差検出画素が不規則に配置されるようにすれば、欠陥補正
によるアーティファクトも不規則になり、その視認性を低下させる（目立たなくする）こ
とができる。
【００６２】
　撮像素子１５０において画素が配置される領域は、画像出力領域と非画像出力領域とに
区分されている。画像出力領域に配置されている画素の出力は、画像を生成するのに利用
されるが、非画像出力領域に配置されている画素の出力は、画像を生成するのに利用され
ない。
【００６３】
　図９上段に示されるように、撮像素子１５０において画像出力領域の上下の非画像出力
領域には、図中左右方向に、位相差検出画素の対が並んで配置されている。ここで、非画
像出力領域に配置される位相差検出画素を、以下、適宜、モニタ画素という。
【００６４】
　図９下段には、画像出力領域の下側の非画像出力領域において、互いに離れた位置に配
置されているモニタ画素の対Pa，Pb，Pc（以下、単に、モニタ画素Pa，Pb，Pcという）の
構造例を示す断面図が示されている。
【００６５】
　図９下段に示されるように、モニタ画素Pa，Pb，Pcにおいては、半導体基板（Si基板）
１２１に光電変換部としてのフォトダイオード１２２が形成されている。半導体基板１２
１の上層には、遮光膜１２３とカラーフィルタ１２４とが同一層に形成されており、それ
らの上層には、オンチップレンズ１２５が形成されている。
【００６６】
　また、モニタ画素Pa，Pb，Pcにおいて、遮光膜１２３、カラーフィルタ１２４、および
オンチップレンズ１２５は、モニタ画素Pa，Pb，Pcそれぞれの位置に応じた射出瞳補正量
とは異なるずれ量をもって形成されている。具体的には、モニタ画素Pa，Pb，Pcにおいて
、遮光膜１２３、カラーフィルタ１２４、およびオンチップレンズ１２５は、射出瞳補正
がかけられていない。
【００６７】
　ここで、撮像素子１５０に撮像レンズを装着した場合、モニタ画素Pa，Pb，Pcには、そ
れぞれ異なる入射角の入射光が入射される。すなわち、モニタ画素Pa，Pb，Pcの出力とし
ては、図５を参照して説明したような、射出瞳補正が行われていない位相差検出画素の入
射光の入射角を振った場合の画素出力と同様のものが得られる。
【００６８】
　したがって、撮像素子１５０によれば、撮像素子１５０に撮像レンズを装着した状態で
あっても、図５下段に示されるような位相差特性を得ることができる。
【００６９】
　なお、撮像素子１５０のように、射出瞳補正が行われていない位相差検出画素を横方向
（左右方向）に配列することで、撮像レンズからの入射光の入射角分の位相差特性を得る
ことができるが、入射光が画角全体（撮像素子のセンサ面全体）で略平行（例えば入射角
が５度未満）となる撮像レンズの場合、±５度の角度範囲の位相差特性しか得ることがで
きない。そこで、図１０を参照して、これを解決する撮像素子の構成について説明する。
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【００７０】
[撮像素子の他の構成例]
　図１０は、本技術を適用した撮像素子の他の構成例を示している。
【００７１】
　図１０上段には、撮像素子１６０の画素配置の例が示されている。
【００７２】
　なお、図１０上段の撮像素子１６０の画素配置において、図９上段の撮像素子１５０の
画素配置と異なるのは、モニタ画素が、画像出力領域の上下の非画像出力領域ではなく、
画像出力領域の左右の非画像出力領域に設けられている点である。
【００７３】
　図１０下段には、画像出力領域の左側の非画像出力領域において、互いに近い位置に配
置されているモニタ画素Pa，Pb，Pcの構造例を示す断面図が示されている。
【００７４】
　図１０下段に示されるモニタ画素Pa，Pb，Pcそれぞれの構成は、図９下段に示されるも
のと基本的には同様であるので、その詳細については、説明を省略する。
【００７５】
　また、図１０下段に示されるモニタ画素Pa，Pb，Pcにおいても、遮光膜１２３、カラー
フィルタ１２４、およびオンチップレンズ１２５は、モニタ画素Pa，Pb，Pcそれぞれの位
置に応じた射出瞳補正量とは異なるずれ量をもって形成されている。具体的には、モニタ
画素Pa，Pb，Pcにおいて、遮光膜１２３、カラーフィルタ１２４、およびオンチップレン
ズ１２５は、モニタ画素Pa，Pb，Pcそれぞれの配置に応じた射出瞳補正量とは異なる補正
量の射出瞳補正がかけられている。
【００７６】
　より詳細には、モニタ画素Pbには、その配置に応じた射出瞳補正量の射出瞳補正がかけ
られているが、モニタ画素Paには、その配置に応じた射出瞳補正量より小さい補正量の射
出瞳補正が、モニタ画素Pcには、その配置に応じた射出瞳補正量より大きい補正量の射出
瞳補正が、それぞれかけられている。
【００７７】
　ここで、撮像素子１６０に撮像レンズを装着した場合、モニタ画素Pa，Pb，Pcには、そ
れぞれ略同じ入射角の入射光が入射されるが、それぞれ異なる補正量の射出瞳補正がかけ
られているので、モニタ画素Pa，Pb，Pcの出力としては、相対的に、位相差検出画素の入
射光の入射角を振った場合の画素出力が得られる。
【００７８】
　図１１は、図１０のモニタ画素Pa，Pb，Pcそれぞれの位相差特性を示している。図１１
左側には、モニタ画素Paの位相差特性が、図１１中央には、モニタ画素Pbの位相差特性が
、図１１右側には、モニタ画素Pcの位相差特性が示されている。
【００７９】
　図１０のモニタ画素Pa，Pb，Pcにおいて、実際に画素出力として得られるのは、図１１
に示されるそれぞれの位相差特性において白抜きの矢印で示される、撮像レンズの入射角
設計により決まる所定の角度（例えば30度等）における出力のみとなる。そこで、それぞ
れ異なる補正量の射出瞳補正がかけられている位相差検出画素の出力をサンプリングする
ことで、位相差特性における画素出力の曲線を得ることができる。
【００８０】
　したがって、撮像素子１６０によれば、撮像素子１６０に撮像レンズを装着した状態で
あっても、図５下段に示されるような位相差特性を得ることができる。
【００８１】
　図１２は、上述したモニタ画素の位相差特性の実測データを示している。
【００８２】
　図１２上段には、図９を参照して説明したように、射出瞳補正が行われていない位相差
検出画素（モニタ画素）に、それぞれ異なる入射角の入射光を入射することで得られた位
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相差特性が示されている。また、図１２下段には、図１０を参照して説明したように、そ
れぞれ異なる補正量の射出瞳補正が行われた位相差検出画素（モニタ画素）に、入射角を
固定にした入射光を入射することで得られた位相差特性が示されている。
【００８３】
　図１２に示されるように、それぞれの位相差特性における曲線は、略同一の形状となっ
ている。すなわち、所定の数のモニタ画素を、それぞれの配置に応じた射出瞳補正量とは
異なるずれ量をもって形成し、その画素出力をサンプリングすることで、位相差特性を得
ることができる。これにより、撮像素子の良品／不良品の選別を行うことが可能となる。
【００８４】
[オンチップレンズの形状]
　上述したように、図１０に示される撮像素子１６０において、モニタ画素には、それぞ
れの配置に応じた射出瞳補正量とは異なる補正量の射出瞳補正がかけられている。そのた
め、撮像素子１６０においては、図１３左側に示されるように、射出瞳補正量をずらした
領域（射出瞳補正量ずらし領域）に配置されているモニタ画素と、それに隣接する適切な
補正量の射出瞳補正がかけられている画素との間で、オンチップレンズ同士で隙間ができ
たり、形状のつぶれが生じてしまう。
【００８５】
　このような、オンチップレンズ同士の隙間や形状のつぶれは、モニタ画素において、隣
接画素からの混色を引き起こし、モニタ画素によって得られる位相差特性を劣化させる恐
れがある。
【００８６】
　そこで、モニタ画素とそれに隣接する画素との境界において、オンチップレンズの形状
を変えるようにする。具体的には、図１３中央に示されるように、モニタ画素に隣接する
画素、およびその画素にさらに隣接する画素のオンチップレンズを合体させた、サイズの
大きいオンチップレンズ２０１を形成することで、オンチップレンズ同士の隙間や形状の
つぶれが生じないようにする。また、図１３右側に示されるように、オンチップレンズ同
士の隙間にサイズの小さいオンチップレンズ２０２を形成したり、形状のつぶれが生じる
隣接画素のオンチップレンズのサイズを小さくすることで、オンチップレンズ同士の隙間
や形状のつぶれが生じないようにする。
【００８７】
　これにより、モニタ画素に対する、隣接画素からの混色を防ぎ、モニタ画素によって得
られる位相差特性を安定させることができる。
【００８８】
[遮光膜の遮光パターン]
　以上においては、本技術の撮像素子において、１対の位相差検出画素P1，P2は、図１４
左側に示されるように、それぞれ左側遮光、右側遮光の構成をとるものとしたが、それぞ
れの画素配置に応じて、図１４中央に示されるように、上側遮光、下側遮光の構成をとる
ようにしてもよいし、図１４右側に示されるように、斜めに遮光されるようにしてもよい
。
【００８９】
　ここで、モニタ画素Pa，Pb，Pcが、図１４中央に示されるような、上側遮光、下側遮光
の構成をとる場合、その配置は、例えば、図９の撮像素子１５０においては、画像出力領
域の左右の非画像出力領域となり、図１０の撮像素子１６０においては、画像出力領域の
上下の非画像出力領域の中央付近となる。
【００９０】
　また、モニタ画素Pa，Pb，Pcが、図１４右側に示されるような、斜めに遮光される構成
をとる場合、その配置は、例えば、図１５に示されるように、非画像出力領域において、
画素領域全体の対角になる部分となる。
【００９１】
　なお、以上においては、位相差として、左側遮光と右側遮光等のように、互いに異なる



(13) JP 6186900 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

部分が遮光されている画素（遮光画素）同士の出力の差分が用いられるものとしたが、一
方の画素が遮光画素であれば位相差は得られるので、遮光画素（例えば左側遮光の画素）
と、遮光されていない撮像画素の出力の差分を位相差とするようにしてもよい。
【００９２】
[位相差検出画素の他の構造例]
　また、本技術において、位相差検出画素は、図９下段や図１０下段に示される以外の構
造を採ることができる。
【００９３】
　図１６は、本技術の位相差検出画素（モニタ画素を含む）の他の構造例を示す断面図で
ある。
【００９４】
　図１６に示される位相差検出画素においては、半導体基板１２１に光電変換部としての
フォトダイオード２１１－１，２１１－２が形成されている。半導体基板１２１の上層に
は、遮光膜１２３とカラーフィルタ１２４とが同一層に形成されており、それらの上層に
は、オンチップレンズ１２５が形成されている。なお、遮光膜１２３は、隣接する画素の
境界部分に形成されるのみで、フォトダイオード２１１－１，２１１－２を遮光すること
はしない。
【００９５】
　図１６に示されるそれぞれの位相差検出画素は、１つのオンチップレンズ１２５と、そ
のオンチップレンズ１２５より下層に形成されたカラーフィルタ１２４、およびフォトダ
イオード２１１－１，２１１－２を備えている。フォトダイオード２１１－１，２１１－
２は、受光面に対して分割されて形成されている（分割形成されている）。
【００９６】
　本技術の撮像素子が、図１６に示される構造の位相差検出画素を有する場合、位相差検
出処理は、フォトダイオード２１１－１の出力とフォトダイオード２１１－２の出力の差
分を用いて行われるようになる。
【００９７】
　なお、モニタ画素が、図１６に示される構造を備える場合、オンチップレンズ１２５は
、そのモニタ画素の配置に応じた射出瞳補正量とは異なるずれ量をもって形成される。
【００９８】
　このような構造によれば、フォトダイオード２１１－１，２１１－２に入射される光が
遮光されることがないので、入射光量の損失を少なくすることができる。
【００９９】
[モニタ画素の配置]
　なお、以上においては、モニタ画素は、撮像素子における非画像出力領域に配置される
ものとしたが、画像出力領域の内側に配置されるようにしてもよい。
【０１００】
　これにより、非画像出力領域を狭めることができ、チップサイズを縮小することができ
る上に、実際に画像を生成するための信号が出力される領域の位相差特性を得ることがで
きる。
【０１０１】
　以上のような撮像素子のモニタ画素によって得られる位相差特性は、位相差検出による
AFを行う際に検出される位相差の補正に用いることができる。
【０１０２】
　そこで、以下においては、モニタ画素によって得られた位相差特性を用いて、位相差検
出において検出される位相差を補正する電子機器の構成について説明する。
【０１０３】
＜３．本技術の撮像素子を搭載した電子機器について＞
[電子機器の構成例]
　図１７は、本技術を適用した電子機器の構成例を示す図である。図１７に示される電子
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機器３００は、位相差検出方式のAF（位相差AF）を行うことで、被写体を撮像し、その被
写体の画像を電気信号として出力する装置である。電子機器３００は、例えば、コンパク
トデジタルカメラ、デジタル一眼レフカメラ、撮像機能を備えたスマートフォン（多機能
携帯電話機）等の携帯端末、内視鏡等として構成される。
【０１０４】
　図１７に示される電子機器３００は、レンズ３０１、光学フィルタ３０２、撮像素子３
０３、A/D変換部３０４、クランプ部３０５、補正パラメータ算出部３０６、メモリ３０
７、位相差検出部３０８、位相差補正部３０９、レンズ制御部３１０、欠陥補正部３１１
、デモザイク部３１２、リニアマトリクス（LM）/ホワイトバランス（WB）/ガンマ補正部
３１３、輝度クロマ信号生成部３１４、およびインタフェース（I/F）部３１５から構成
される。
【０１０５】
　レンズ３０１は、撮像素子３０３に入射する被写体光の焦点距離の調整を行う。レンズ
３０１の後段には、撮像素子３０３に入射する被写体光の光量調整を行う絞り（図示せず
）が設けられている。レンズ３０１の具体的な構成は任意であり、例えば、レンズ３０１
は複数のレンズにより構成されていてもよい。
【０１０６】
　レンズ３０１を透過した被写体光は、例えば、赤外光以外の光を透過するIRカットフィ
ルタ等として構成される光学フィルタ３０２を介して撮像素子３０３に入射する。
【０１０７】
　撮像素子３０３は、上述した本技術の撮像素子１５０や撮像素子１６０に対応し、被写
体光を光電変換するフォトダイオード等の光電変換素子を有する複数の画素（撮像画素、
位相差検出画素、およびモニタ画素）を備える。各画素は、被写体光を電気信号に変換し
、その電気信号を、A/D変換部３０４に供給する。
【０１０８】
　なお、撮像素子３０３は、A/D変換部３０４、クランプ部３０５、位相差検出部３０８
、および位相差補正部３０９を実現する信号処理回路とともに、本技術の固体撮像装置を
構成する。この固体撮像装置は、後述するように、１チップ化されたモジュールとして構
成されてもよいし、撮像素子３０３と信号処理回路とが別チップとして構成されてもよい
。また、この信号処理回路に、補正パラメータ算出部３０６やメモリ３０７が含まれるよ
うにしてもよい。
【０１０９】
　本技術の固体撮像装置は、例えば、光電変換素子が光から発生した電荷を読み出すため
に電荷結合素子（CCD（Charge Coupled Device）と呼ばれる回路素子を用いて転送を行う
CCDイメージセンサであってもよいし、CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor
）を用いた、単位セルごとに増幅器を持つCMOSイメージセンサ等であってもよい。
【０１１０】
　A/D変換部３０４は、撮像素子３０３から供給されるRGBの電気信号（アナログ信号）を
デジタルデータ（画像データ）に変換する。A/D変換部３０４は、そのデジタルデータの
画像データ（RAWデータ）をクランプ部３０５に供給する。
【０１１１】
　クランプ部３０５は、画像データから、黒色と判定されるレベルである黒レベルを減算
する。クランプ部３０５は、黒レベルを減算した画像データ（画素値）のうち、モニタ画
素から出力されたデータを補正パラメータ算出部３０６に供給する。また、クランプ部３
０５は、位相差検出画素から出力された画像データ（画素値）を位相差検出部３０８に供
給し、黒レベルを減算した画像データの全画素分を欠陥補正部３１１に供給する。
【０１１２】
　すなわち、位相差検出には、位相差検出画素の出力のみが用いられるが、画像の生成に
は、撮像画素の出力はもちろん、位相差検出画素の出力も用いられる。ここで、位相差検
出画素が、図２や図４に示されるように、光電変換部の半分が遮光膜１２３により遮光さ



(15) JP 6186900 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

れている場合、位相差検出画素の出力は、撮像画素の出力より低くなるため、後述するよ
うに欠陥補正が行われる。また、位相差検出画素が、図１６に示されるように、光電変換
部が遮光膜１２３により遮光されていない場合には、位相差検出画素の出力はそのまま用
いられる。
【０１１３】
　補正パラメータ算出部３０６は、撮像素子３０３の製造後のテスト工程や、撮像素子３
０３にレンズ３０１を装着した後のテスト工程等において得られた位相差特性のデータを
用いて、位相差検出部３０８によって検出される位相差を補正するのに用いられる補正パ
ラメータを算出する。
【０１１４】
　メモリ３０７には、補正パラメータ算出部３０６によって算出された補正パラメータが
記憶される。
【０１１５】
　位相差検出部３０８は、クランプ部３０５からの画像データ（画素値）に基づいて位相
差検出処理行うことで、フォーカスを合わせる対象の物体（合焦対象物）に対してフォー
カスが合っているか否か判定する。位相差検出部３０８は、フォーカスエリアにおける物
体にフォーカスが合っている場合、合焦していることを示す情報を合焦判定結果として、
レンズ制御部３１０に供給する。また、位相差検出部３０８は、合焦対象物にフォーカス
が合っていない場合、フォーカスのずれの量（デフォーカス量）を算出し、その算出した
デフォーカス量を示す情報を合焦判定結果として、レンズ制御部３１０に供給する。
【０１１６】
　位相差補正部３０９は、メモリ３０７に記憶されている補正パラメータを用いて、位相
差検出部３０８によって検出された位相差を補正する。すなわち、位相差検出部３０８は
、補正された位相差に対応する合焦判定結果を、レンズ制御部３１０に供給する。
【０１１７】
　レンズ制御部３１０は、レンズ３０１の駆動を制御する。具体的には、レンズ制御部３
１０は、位相差検出部３０８から供給された合焦判定結果に基づいて、レンズ３０１の駆
動量を算出し、その算出した駆動量に応じてレンズ３０１を移動させる。
【０１１８】
　例えば、レンズ制御部３１０は、フォーカスが合っている場合には、レンズ３０１の現
在の位置を維持させる。また、レンズ制御部３１０は、フォーカスが合っていない場合に
は、デフォーカス量を示す合焦判定結果とレンズ３０１の位置とに基づいて駆動量を算出
し、その駆動量に応じてレンズ３０１を移動させる。
【０１１９】
　欠陥補正部３１１は、クランプ部３０５からの画像データに基づいて、正しい画素値が
得られない欠陥画素（例えば位相差検出画素）について、その画素値の補正、すなわち欠
陥補正を行う。欠陥補正部３１１は、欠陥画素の補正を行った画像データをデモザイク部
３１２に供給する。
【０１２０】
　デモザイク部３１２は、欠陥補正部３１１からのRAWデータに対してデモザイク処理を
行い、色情報の補完等を行ってRGBデータに変換する。デモザイク部３１２は、デモザイ
ク処理後の画像データ（RGBデータ）をLM/WB/ガンマ補正部３１３に供給する。
【０１２１】
　LM/WB/ガンマ補正部３１３は、デモザイク部３１２からのRGBデータに対して、色特性
の補正を行う。具体的には、LM/WB/ガンマ補正部３１３は、規格で定められた原色（RGB
）の色度点と実際のカメラの色度点の差を埋めるために、マトリクス係数を用いて画像デ
ータの各色信号を補正し、色再現性を変化させる処理を行う。また、LM/WB/ガンマ補正部
３１３は、RGBデータの各チャンネルの値について白に対するゲインを設定することで、
ホワイトバランスを調整する。さらに、LM/WB/ガンマ補正部３１３は、画像データの色と
出力デバイス特性との相対関係を調節して、よりオリジナルに近い表示を得るためのガン
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マ補正を行う。LM/WB/ガンマ補正部３１３は、補正後の画像データ（RGBデータ）を輝度
クロマ信号生成部３１４に供給する。
【０１２２】
　輝度クロマ信号生成部３１４は、LM/WB/ガンマ補正部３１３から供給されたRGBデータ
から輝度信号（Ｙ）と色差信号（Cr,Cb）とを生成する。輝度クロマ信号生成部３１４は
、輝度クロマ信号（Y,Cr,Cb）を生成すると、その輝度信号と色差信号をI/F部３１５に供
給する。
【０１２３】
　I/F部３１５は、供給された画像データ（輝度クロマ信号）を、電子機器３００の外部
（例えば、画像データを記憶する記憶デバイスや、画像データの画像を表示する表示デバ
イス等）に出力する。
【０１２４】
　ここで、図１８を参照して、本技術の固体撮像装置の基本的な概略構成について説明す
る。
【０１２５】
　第１の例として、図１８上段に示される固体撮像装置３３０は、１つの半導体チップ３
３１内に、画素領域３３２、制御回路３３３、上述した信号処理回路を含むロジック回路
３３４とを搭載して構成される。
【０１２６】
　第２の例として、図１８中段に示される固体撮像装置３４０は、第１の半導体チップ部
３４１と第２の半導体チップ部３４２とから構成される。第１の半導体チップ部３４１に
は、画素領域３４３と制御回路３４４が搭載され、第２の半導体チップ部３４２には、上
述した信号処理回路を含むロジック回路３４５が搭載される。そして、第１の半導体チッ
プ部３４１と第２の半導体チップ部３４２とが相互に電気的に接続されることで、１つの
半導体チップとしての固体撮像装置３４０が構成される。
【０１２７】
　第３の例として、図１８下段に示される固体撮像装置３５０は、第１の半導体チップ部
３５１と第２の半導体チップ部３５２とから構成される。第１の半導体チップ部３５１に
は、画素領域３５３が搭載され、第２の半導体チップ部３５２には、制御回路３５４と、
上述した信号処理回路を含むロジック回路３５５が搭載される。そして、第１の半導体チ
ップ部３５１と第２の半導体チップ部３５２とが相互に電気的に接続されることで、１つ
の半導体チップとしての固体撮像装置３５０が構成される。
【０１２８】
[位相差AF処理について]
　ここで、図１９のフローチャートを参照して、電子機器３００による位相差AF処理につ
いて説明する。位相差AF処理は、被写体を撮像する際に電子機器３００によって実行され
る撮像処理の前に実行される。
【０１２９】
　まず、ステップＳ１０１において、撮像素子３０３は、各画素の入射光を光電変換し、
各画素信号を読み出し、A/D変換部３０４に供給する。
【０１３０】
　ステップＳ１０２において、A/D変換部３０４は、撮像素子３０３からの各画素信号をA
/D変換し、クランプ部３０５に供給する。
【０１３１】
　ステップＳ１０３において、クランプ部３０５は、A/D変換部３０４からの各画素信号
（画素値）から、有効画素領域の外部に設けられているOPB（Optical Black）領域におい
て検出された黒レベルを減算する。クランプ部３０５は、黒レベルを減算した画像データ
のうち、位相差検出画素から出力された画像データ（画素値）を位相差検出部３０８に供
給する。
【０１３２】
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　ステップＳ１０４において、位相差補正部３０９は、予め算出され、メモリ３０７に記
憶されている補正パラメータを読み出す。
【０１３３】
　ステップＳ１０５において、位相差検出部３０８は、クランプ部３０５からの画像デー
タ（画素値）に基づいて位相差検出を行う。
【０１３４】
　そして、ステップＳ１０６において、位相差補正部３０９は、読み出した補正パラメー
タを用いて、位相差検出部３０８によって検出された位相差を補正する。
【０１３５】
　ここで、図２０を参照して、位相差の補正について説明する。
【０１３６】
　上述したように、本技術の撮像素子によれば、レンズ３０１を装着した状態であっても
、位相差特性を得ることができる。そこで、通常品の位相差特性として、図２０上段に示
される特性が得られ、バラつき品の位相差特性として、図２０下段に示される特性が得ら
れたものとする。
【０１３７】
　図２０に示されるそれぞれの位相差特性において、レンズ３０１のＦ値等により決まる
、撮像素子に入射し得る角度範囲での、位相差検出画素の出力の傾き（Slope）は、通常
品とバラつき品とで大きく異なっている。このSlopeが小さい場合、フォーカスのずれに
よって入射角に偏りが生じたときの、右側遮光の画素と左側遮光の画素の出力の差分も小
さくなってしまう。つまり、図８におけるバラつき品Ｂのように、通常品と比べて、位相
差に対するフォーカスのずれ量が大きくなってしまう。言い換えると、フォーカスが大き
くずれた場合でも、位相差は生じにくくなってしまう。
【０１３８】
　本技術においては、このSlopeを補正パラメータとして、以下の補正係数βを算出する
ことによって、フォーカスのずれ量に対する位相差を補正する。
【０１３９】
　図２０上段に示される、通常品の位相差特性において、左側遮光の画素の出力のSlope
をSlopeAとし、右側遮光の画素の出力のSlopeをSlopeBとする。同様に、図２０下段に示
される、バラつき品の位相差特性において、左側遮光の画素の出力のSlopeをSlopeCとし
、右側遮光の画素の出力のSlopeをSlopeDとする。
【０１４０】
　このとき、補正係数βは、以下の式（１），（２）によって求められる。
【０１４１】
【数１】

【０１４２】
【数２】

【０１４３】
　このようにして算出される補正係数βによって、図８におけるバラつき品のフォーカス
のずれ量に対する位相差は、図２１に示されるように、通常品に近づくように補正される
。
【０１４４】
　また、本技術においては、以下の式（３），（４）によって、左側遮光の画素について
の補正係数β'と、右側遮光の画素についての補正係数β''とを求め、これらを組み合わ
せて用いるようにしてもよい。
【０１４５】
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【数３】

【０１４６】
【数４】

【０１４７】
　なお、それぞれのSlopeは、そのままの値であってもよいし、その絶対値としてもよい
し、また、必要に応じて、所定の重み付けを行うようにしてもよい。さらに、補正係数β
は、レンズ３０１のＦ値や、被写体、光源等の撮影環境に応じて調整されるようにしても
よい。この場合、Ｆ値や撮影環境毎の位相差特性を用いて算出される、Ｆ値や撮影環境毎
のSlope（補正パラメータ）を予めメモリ３０７に記憶させることで、補正係数βを調整
するようにしてもよいし、シーン判別等により所定の数式やテーブルを適応的に用いるこ
とで、補正係数βを調整するようにしてもよい。
【０１４８】
　このようにして位相差が補正されると、ステップＳ１０７において、位相差検出部３０
８は、補正された位相差に対応する合焦判定結果を、レンズ制御部３１０に供給する。
【０１４９】
　ステップＳ１０８において、レンズ制御部３１０は、位相差検出部３０８からの合焦判
定結果に基づいて、レンズ３０１の駆動を制御する。
【０１５０】
　以上の処理によれば、予め得られた位相差特性に基づいて、製造上のばらつきがある場
合であっても、位相差を補正することができ、AFの精度を低下させないようにすることが
可能となる。
【０１５１】
　以上においては、位相差AF処理時に、予め算出された補正パラメータを用いて補正係数
βを算出することで、位相差を補正するようにしたが、補正パラメータ算出部３０６が、
予め補正係数βまで算出し、位相差補正部３０９が、その補正係数βを用いて、位相差を
補正するようにしてもよい。
【０１５２】
　なお、レンズ制御部３１０は、上述したような位相差AFに加え、コントラストAFを行う
ことで、レンズ３０１の駆動を制御するようにしてもよい。例えば、レンズ制御部３１０
は、位相差検出部３０８から、合焦判定結果としてフォーカスのずれの量（デフォーカス
量）を示す情報が供給された場合、フォーカスのずれの方向（前ピンか後ピンか）を判別
し、その方向に対してコントラストAFを行うようにしてもよい。
【０１５３】
　また、図１０に示される撮像素子１６０においては、モニタ画素を、画像出力領域の左
側および右側の像高で配置するようにしたが、それぞれのモニタ画素に基づいて得られる
補正パラメータを、平均化して用いるようにしてもよいし、像高毎に用いるようにしても
よい。
【０１５４】
　例えば、画像出力領域の左側に配置されたモニタ画素に基づく補正パラメータをωとし
、画像出力領域の右側に配置されたモニタ画素に基づく補正パラメータをεとした場合、
画角の左側から右側に行くほど、補正パラメータをωからεへシフトさせるようにしても
よい。
【０１５５】
[撮像処理について]
　次に、図２２のフローチャートを参照して、電子機器３００による撮像処理について説
明する。
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【０１５６】
　ここで、図２２のフローチャートのステップＳ２０１乃至Ｓ２０３の処理は、図１９の
フローチャートのステップＳ１０１乃至Ｓ１０３の処理と同様であるので、その説明は省
略する。なお、ステップＳ２０３においては、クランプ部３０５によって、黒レベルが減
算された全画素分の画像データ(画素値）が欠陥補正部３１１に供給される。
【０１５７】
　ステップＳ２０４において、欠陥補正部３１１は、クランプ部３０５からの画像データ
に基づいて、正しい画素値が得られない欠陥画素、すなわち位相差検出画素について、そ
の画素値の補正（欠陥補正）を行う。ここで、撮像素子３０３において、モニタ画素が画
像出力領域の内側に配置されている場合には、モニタ画素についても、欠陥補正が行われ
る。欠陥画素の補正が行われた画像データはデモザイク部３１２に供給される。
【０１５８】
　ステップＳ２０５において、デモザイク部３１２は、デモザイク処理を行い、RAWデー
タをRGBデータに変換し、LM/WB/ガンマ補正部３１３に供給する。
【０１５９】
　ステップＳ２０６において、LM/WB/ガンマ補正部３１３は、デモザイク部３１２からの
RGBデータに対して、色補正、ホワイトバランスの調整、およびガンマ補正を行い、輝度
クロマ信号生成部３１４に供給する。
【０１６０】
　ステップＳ２０７において、輝度クロマ信号生成部３１４は、RGBデータから輝度信号
および色差信号（YCrCbデータ）を生成する。
【０１６１】
　そして、ステップＳ２０８において、I/F部３１５は、輝度クロマ信号生成部３１４に
よって生成された輝度信号および色差信号を外部の記録デバイスや表示デバイスに出力し
、撮像処理を終了する。
【０１６２】
　以上の処理によれば、AFの精度を低下させないで撮像を行うことができるので、より良
い画像を得ることが可能となる。
【０１６３】
[撮像画素への適用]
　以上においては、モニタ画素として、その配置に応じた射出瞳補正量とは異なるずれ量
をもたせた位相差検出画素について説明してきたが、これを撮像画素（以下、通常画素と
もいう）に適用するようにしてもよい。
【０１６４】
　この場合、この通常画素は、モニタ画素とともに、例えば、図９や図１０を参照して説
明した非画像出力領域に配置される。
【０１６５】
　これにより、例えば、図２３に示されるような入射角依存特性が得られる。なお、この
入射角依存特性は、モニタ画素（位相差検出画素）についての位相差特性と同様にして得
ることができる。
【０１６６】
　レンズ３０１のＦ値を例えば2.4とした場合、図２３の入射角依存特性においては、入
射光が入射し得る角度範囲が、矢印で示される範囲となり、通常画素の出力は、この角度
範囲の積分値となる。
【０１６７】
　ここで、この通常画素の出力と、図１２の位相差特性において、上述の角度範囲につい
て得られるモニタ画素の出力とを比較することで、通常画素の出力に対して、モニタ画素
の出力がどの程度落ちているかを確認することができる。
【０１６８】
　画像出力領域の内側に配置されている位相差検出画素は、その受光部の一部が遮光され
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ているため、欠陥補正部３１１によって欠陥補正が行われる。このとき、通常画素の出力
に対して、モニタ画素の出力がどの程度落ちているかに応じて、位相差検出画素の出力に
、その分のゲインをかけることで、欠陥補正が行われるようにすることができる。
【０１６９】
　さらに、本技術においては、上述した補正係数βと同様にして、レンズ３０１のＦ値や
撮影環境に応じてゲインを調整するようにする。具体的には、レンズ３０１のＦ値や撮影
環境が変化したときに、通常画素の出力と位相差検出画素の出力の差分がどのように変化
し、どのようなゲインをかければよいかを適応的に算出するようにする。なお、位相差検
出画素の出力から判定される位相状態に応じて、ゲインを調整するようにしてもよい。
【０１７０】
[電子機器の他の構成例]
　図２４は、本技術を適用した電子機器の他の構成例を示すブロック図である。
【０１７１】
　図２４に示される電子機器４００は、レンズ３０１、光学フィルタ３０２、AF用撮像素
子４０１、A/D変換部３０４、クランプ部３０５、メモリ３０７、位相差検出部３０８、
位相差補正部３０９、レンズ制御部３１０、撮像素子４０２、A/D変換部４０３、クラン
プ部４０４、デモザイク部３１２、LM/WB/ガンマ補正部３１３、輝度クロマ信号生成部３
１４、およびI/F部３１５から構成される。
【０１７２】
　なお、図２４の電子機器４００において、図１７の電子機器３００に設けられたものと
同様の機能を備える構成については、同一名称および同一符号を付するものとし、その説
明は、適宜省略するものとする。
【０１７３】
　AF用撮像素子４０１は、図１７の電子機器３００に設けられた撮像素子３０３と異なり
、撮像画素は配置されず、モニタ画素を含む位相差検出画素のみが配置されて構成される
。なお、モニタ画素は、図９を参照して説明した態様であってもよいし、図１０を参照し
て説明した態様であってもよい。
【０１７４】
　撮像素子４０２は、図１７の電子機器３００に設けられた撮像素子３０３と異なり、位
相差検出画素やモニタ画素は配置されず、通常の撮像画素のみが配置されて構成される。
【０１７５】
　A/D変換部４０３は、撮像素子４０２から供給されるRGBの電気信号（アナログ信号）を
デジタルデータ（画像データ）に変換し、クランプ部４０４に供給する。
【０１７６】
　クランプ部４０４は、画像データから、黒色と判定されるレベルである黒レベルを減算
し、黒レベルを減算した画像データの全画素分をデモザイク部３１２に供給する。
【０１７７】
　なお、AF用撮像素子４０１は、A/D変換部３０４、クランプ部３０５、位相差検出部３
０８、および位相差補正部３０９を実現する信号処理回路とともに、本技術の固体撮像装
置を構成する。この固体撮像装置もまた、図１８を参照して説明したように、１チップ化
されたモジュールとして構成されてもよいし、AF用撮像素子４０１と信号処理回路とが別
チップとして構成されてもよい。また、この信号処理回路に、補正パラメータ算出部３０
６やメモリ３０７が含まれるようにしてもよい。
【０１７８】
　以上の構成においても、製造上のばらつきがある場合であっても、位相差を補正するこ
とができるので、製造上のばらつきがあっても、AFの精度を低下させないようにすること
が可能となる。
【０１７９】
　また、通常の撮像に用いられる撮像素子４０２に位相差検出画素を設ける必要がないの
で、位相差検出画素に対する欠陥補正を行う必要がなくなる。また、AF用撮像素子４０１
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と撮像素子４０２とは、それぞれ別個に製造されるようにできるので、それぞれに最適化
されたプロセスにより製造を行うことができる。
【０１８０】
　上述したように、本技術の固体撮像装置を搭載した電子機器は、コンパクトデジタルカ
メラ、デジタル一眼レフカメラ、スマートフォン等の携帯端末、内視鏡等に適用すること
ができる。
【０１８１】
[デジタル一眼レフカメラへの適用例]
　図２５は、本技術を適用したデジタル一眼レフカメラの外観構成を示す正面図である。
【０１８２】
　デジタル一眼レフカメラ５００（以下、単に、カメラ５００という）は、カメラボディ
５１０と、カメラボディ５１０に着脱自在な撮影レンズとしての交換レンズ５１１（以下
、単に、レンズ５１１という）を備えている。
【０１８３】
　図２５において、カメラボディ５１０の正面側には、正面略中央に交換レンズ５１１が
装着されるマウント部５２１、マウント部５２１の右横に配置されたレンズ交換ボタン５
２２、および、把持可能とするためのグリップ部５２３が設けられている。
【０１８４】
　また、カメラボディ５１０の上面側には、正面左上部に配置されたモード設定ダイアル
５２４、正面右上部に配置された制御値設定ダイアル５２５、および、グリップ部５２３
の上面に配置されたシャッターボタン５２６が設けられている。
【０１８５】
　また、図示はしないが、カメラボディ５１０の背面側には、LCD（Liquid Crystal Disp
lay）、各種のボタンやキー、EVF（Electronic View Finder)等が備えられている。
【０１８６】
　さらに、カメラ５００は、図１７の電子機器３００と同様の構成および機能を有するも
のとする。
【０１８７】
　このようなカメラ５００において、レンズ５１１のＦ値は、例えば、ユーザによる制御
値設定ダイアル５２５の操作によって、所定の値に設定されるが、上述したように、位相
差検出画素の位相差特性は、Ｆ値によって異なる。
【０１８８】
　図２６は、ばらつきが生じた場合の位相差特性の例を示している。
【０１８９】
　図２６に示されるそれぞれの位相差特性において、位相差検出画素の出力は、矢印で示
される入射角の角度範囲の積分値（レンズ特性を考慮した積分値）となるが、その角度範
囲はレンズのＦ値によって異なり、ひいては、位相差の補正量もレンズのＦ値によって異
なってくる。そこで、本技術においては、Ｆ値が可変である光学系が用いられる場合には
、Ｆ値に応じて補正係数が調整されるようにする。
【０１９０】
[位相差AF処理について]
　次に、図２７のフローチャートを参照して、Ｆ値に応じて位相差を補正する位相差AF処
理について説明する。図２７に示される位相差AF処理は、カメラ５００の起動時や、ユー
ザによって制御値設定ダイアル５２５が操作されたときに実行される。
【０１９１】
　なお、図２７のフローチャートのステップＳ３０３乃至Ｓ３０６における処理は、図１
９のフローチャートのステップＳ１０５乃至Ｓ１０８における処理と同様にして行われる
ので、その説明は省略する。また、図２７のフローチャートにおいては、ステップＳ３０
３の処理より前に、図１９のフローチャートのステップＳ１０１乃至Ｓ１０３の処理と同
様の処理が行われているものとする。
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【０１９２】
　またここでは、前提として、Ｆ値毎のSlope（補正パラメータ）が予めメモリに記憶さ
れているものとする。
【０１９３】
　すなわち、ステップＳ３０１において、位相差補正部３０９は、現在設定されているＦ
値を検出する。
【０１９４】
　ステップＳ３０２において、位相差補正部３０９は、メモリ３０７に記憶されているＦ
値毎の補正パラメータを読み出す。
【０１９５】
　このようにして、Ｆ値が変化した場合であっても、適切に位相差を補正することができ
、AFの精度を低下させないようにすることができる。
【０１９６】
[カプセル内視鏡への適用例]
　図２８は、本技術を適用したカプセル内視鏡の断面構成を示す図である。
【０１９７】
　カプセル内視鏡６００は、例えば両端面が半球状で中央部が円筒状の筐体６１０内に、
体腔内の画像を撮影するためのカメラ（超小型カメラ）６１１、カメラ６１１により撮影
された画像データを記録するためのメモリ６１２、および、カプセル内視鏡６００が被験
者の体外に排出された後に、記録された画像データをアンテナ６１４を介して外部へ送信
するための無線送信機６１３を備えている。
【０１９８】
　さらに、筐体６１０内には、CPU（Central Processing Unit)６１５およびコイル（磁
力・電流変換コイル）６１６が設けられている。
【０１９９】
　CPU６１５は、カメラ６１１による撮影、およびメモリ６１２へのデータ蓄積動作を制
御するとともに、メモリ６１２から無線送信機６１３による筐体６１０外のデータ受信装
置（図示せず）へのデータ送信を制御する。コイル６１６は、カメラ６１１、メモリ６１
２、無線送信機６１３、アンテナ６１４および後述する光源６１１ｂへの電力供給を行う
。
【０２００】
　さらに、筐体６１０には、カプセル内視鏡６００をデータ受信装置にセットした際に、
これを検知するための磁気（リード）スイッチ６１７が設けられている。CPU６１５は、
このリードスイッチ６１７がデータ受信装置へのセットを検知し、データの送信が可能に
なった時点で、コイル６１６からの無線送信機６１３への電力供給を行う。
【０２０１】
　カメラ６１１は、例えば体腔内の画像を撮影するための対物光学系を含む撮像素子６１
１ａ、体腔内を照明する複数（ここでは２個）の光源６１１ｂを有している。具体的には
、カメラ６１１は、光源６１１ｂとして、例えばLED（Light Emitting Diode）を備えたC
MOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）センサやCCD（Charge Coupled Device
 ）等によって構成される。
【０２０２】
　また、カメラ６１１は、図１７の電子機器３００と同様の構成および機能を有するもの
とする。
【０２０３】
　ところで、位相差を検出する際には、例えば、フォーカスのずれを認識する上で、被写
体のエッジ部分のぼけ具合が位相差の情報として検出されるため、被写体のエッジ部分の
情報が不可欠となる。
【０２０４】
　しかしながら、カプセル内視鏡６００によって体腔内の画像を撮影する場合、被写体と
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なる人間の臓器の表面には、エッジ部分が少ないため、適切に位相差を検出することはで
きない。
【０２０５】
　そこで、光源６１１ｂに、特定のパターンの光を照射させるようにする。具体的には、
光源６１１ｂに、図２９に示されるような、エッジを含むパターンの光６３０を照射させ
る。光源６１１ｂにより照射される光の波長は任意とされるが、例えば、光源６１１ｂの
光を、比較的赤色が強い臓器の色と分離するために、短波長（例えば450nm）の光として
もよいし、撮影に干渉しないように可視光以外の光（例えば赤外光）としてもよい。この
場合、位相差検出画素において、カラーフィルタ１２４は、その可視光以外の光に対応さ
せたものとする。
【０２０６】
[内視鏡撮影処理について]
　次に、図３０のフローチャートを参照して、カプセル内視鏡６００による撮影処理につ
いて説明する。図３０に示される内視鏡撮影処理は、カプセル内視鏡６００が、体腔内で
撮影対象となる被写体（臓器）に到達すると開始される。
【０２０７】
　なお、図３０のフローチャートのステップＳ４０３乃至Ｓ４０６における処理は、図１
９のフローチャートのステップＳ１０５乃至Ｓ１０８における処理と同様にして行われる
ので、その説明は省略する。また、図３０のフローチャートにおいては、ステップＳ４０
３の処理より前に、図１９のフローチャートのステップＳ１０１乃至Ｓ１０３の処理と同
様の処理が行われているものとする。
【０２０８】
　またここでは、前提として、波長毎のSlope（補正パラメータ）が予めメモリに記憶さ
れているものとする。
【０２０９】
　すなわち、ステップＳ４０１において、光源６１１ｂは、特定のパターンの光の照射を
開始する。
【０２１０】
　ステップＳ４０２において、位相差補正部３０９は、メモリ３０７に記憶されている波
長毎の補正パラメータを読み出す。
【０２１１】
　このようにして、照射される光の波長に応じて、適切に位相差を補正することができる
。
【０２１２】
　ステップＳ４０７においては、撮影に影響を与えないように、光源６１１ｂによる特定
のパターンの光の照射が終了される。
【０２１３】
　そして、ステップＳ４０８においては、図２２のフローチャートを参照して説明した撮
像処理が行われる。
【０２１４】
　以上の処理によれば、エッジ部分が少ない体腔内であっても、適切に位相差を補正する
ことができ、AFの精度を低下させないようにすることができる。結果として、体腔内にお
いて、臓器の形状や血管の配置をより正確に観察することが可能となる。
【０２１５】
　なお、以上においては、カプセル内視鏡において、光源の波長に応じて位相差を補正す
る構成について説明したが、コンパクトデジタルカメラやデジタル一眼レフカメラ、撮像
機能を備えたスマートフォンといった一般的なカメラにおいて、光源の波長や被写体の色
等の撮影環境に応じて位相差を補正するようにしてもよい。
【０２１６】
　また、画角全体で一律に位相差の補正をするのではなく、光源の波長や被写体の色に応
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じて、撮像領域（画角）における位置毎に位相差の補正をするようにしてもよい。
【０２１７】
　ここでも、位相差の補正に用いられる補正パラメータは、上述した位相差特性から得ら
れるものとする。例えば、色温度を3000Ｋとした場合の位相差特性と、6000Ｋとした場合
の位相差特性を予めメモリに記憶する。実際の撮影時に検知された色温度が4500Ｋである
場合には、メモリに記憶されている、色温度3000Ｋの補正パラメータと、色温度6000Ｋの
補正パラメータとの中間値を用いて、位相差の補正をするようにする。
【０２１８】
[撮像モジュールへの適用]
　なお、本技術によれば、例えば、レンズ、IRカットフィルタ（IRCF）等の光学フィルタ
、および撮像素子等を一体化した撮像モジュールを製造する際に、モニタ画素の出力から
得られるばらつきのある位相差特性の補正を、撮像モジュールにおける光学特性を補正す
ることで、補填することができる。
【０２１９】
　例えば、撮像素子の製造上のばらつきにより、図６に示したような位相差特性が得られ
たものとする。
【０２２０】
　ここで、図３１の左側に示される撮像モジュール７００において、撮像素子７１１、光
学フィルタ７１２、およびレンズ７１３が、設計通り、ずれがなく形成された場合、撮像
モジュール７００の位相差特性も、ばらつきもあるものとなってしまう。
【０２２１】
　そこで、本技術においては、位相差特性に応じて、光学フィルタ７１２およびレンズ７
１３を形成することで、撮像モジュール７００の位相差特性を補正する。具体的には、図
３１の右側に示されるように、光学フィルタ７１２やレンズ７１３を傾けるようにしたり
、光学フィルタ７１２として、例えば偏光フィルタを新たに挿入することで、撮像モジュ
ール７００の位相差特性を補正する。
【０２２２】
　このように、本技術によれば、撮像素子のばらつきに起因する位相差特性のずれを、撮
像モジュールの製造時に補正することができる。すなわち、撮像素子の微細化が進み、正
常上のばらつきが十分に抑えることができなくとも、信号処理上の補正に限らず、光学的
な補正によって、所望の特性を得ることが可能となる。
【０２２３】
　以上においては、１対の位相差検出画素それぞれの差分を、位相差検出に用いるものと
したが、例えば特開２０１３－４２３７９号公報に開示されているような、奥行き検出に
用いるようにしてもよい。
【０２２４】
　具体的には、図３２に示される３次元センサ８００において、奥行き情報補正部８０１
が、メモリ３０７に記憶されている補正パラメータを用いて、奥行き情報算出部８０２に
よって位相差検出画素それぞれの差分を基に算出される、被写体側の奥行き（距離）を表
す奥行き情報を補正するようにする。これにより、立体画像を生成する場合に、モニタ画
素に基づいて得られる補正パラメータによって、奥行きに関する奥行き情報を補正するこ
とができ、より確実に立体画像を生成することが可能となる。
【０２２５】
　また、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０２２７】
　１２２　フォトダイオード，　１２３　遮光膜，　１２５　オンチップレンズ，　３０
０　電子機器，　３０１　レンズ，　３０３　撮像素子，　３０７　メモリ，　３０８　
位相差検出部，　３０９　位相差補正部，　３１０　レンズ制御部，　３１１　欠陥補正
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部，　４００　電子機器，　５００　カメラ，　６００　カプセル内視鏡，　７００　撮
像モジュール，　８００　３次元センサ
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